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総合実践

　就職、進学を間近に控え、今後社会に出るにあたり知っておくと役立つ基礎知識を学ぶ連携授業が専門
家である社会保険労務士を講師に迎えて開催されました。
　働き、収入を得て生活をする長い人生には、病気で働けなくなったり、怪我によって突然辞めざるを得なく
なる等のリスクもありますが、労働基準法などの労働法や法律、雇用保険や労災保険等の社会保険制度
で守られていることを知っておくことが大切であると教えていただきました。
　労働の対価として収入を得ることに付随する権利について、クイズを交えて解説があり、割増賃金、労働災
害、産前・産後休業と育児休業についての設問に対して、配布された冊子を示しながらわかりやすく解説が
ありました。
　後半では、働くことには権利が存在する一方で義務も定められていることを話されました。例えば、仕事を辞
める場合には、基本的に事業所で定められている期日までに申し出なくてはならず、突然退職してしまうこと
は就業規則違反になり、道義的にも問題もあるとの説明がありました。
　最後に、「困ったら一人で悩まず問題が小さいうちに相談してください。権利や義務を知っていることは味方
になります。正しい知識を身につけて楽しい社会人生活を送ってくださいね！」と結ばれました。

■卒業後知らないでいると損をすることもあり、知識が得られて良かったです。
■Ｑ＆Ａ方式で、難しい専門用語もあまりなかったので分かりやすく理解できました。
■今日学んだことを忘れないうちに周りの人にも伝えたいと思いました。

■社会保険労務士として最前線で活躍しておられる講師から、就労時の労務知識や将来起こりうる病
　気やケガについて、知っておくと役立つ知識を教えていただきました。
■生徒たちから、「高校生のレベルに合わせていただき分かりやすかった。今日のお話を参考にし、これから
　の社会生活で頑張りたい」との感想がありました。

■社会に出る前に、社会保障制度や労働法について伝えられることは、タイムリーで大変意義のあること
　であり、やりがいをもって授業に取り組めました。
■今回の授業でお伝えした内容は、社会人生活で必ず役立つものなので、これを機会に理解を深めて
　いただきたいと思います。

働くときの基礎知識
　　　　～社会に出る君たちへ～
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